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「介護保険制度改正の解説と対応策」 未曾有の大改正に備える今後１０年の介護経営術とは 

日時： ４月９日（水） １３：３０－１６：３０ 

会場： 港区立商工会館 【浜松町駅 徒歩７分】  （詳しくは、http://www.care-mas.com まで） 

講師： 小濱 道博氏 (小濱介護経営事務所 代表)   

 指定取消・停止処分 平成１２年以降で１２８８件 

  

厚労省の公表によると、平成２４年度の指定取消・停止

処分のあった介護保険施設・事業所数は１２０件であっ

た。内訳は、効力停止（一部・全部停止）が５７件、指定

取消は６３件。平成１２年度から２４年度の合計では１，

２８８件にのぼる。 

指定取消件数では営利法人が最も多く、全体の約８割を

占める。平成２４年度の単年度では、営利法人は９割以上。 

サービス種類ごとでの取消件数では、訪問介護（介護予

防含む）が４４３件と最も多く、次いで居宅介護支援が２

０５件、通所介護（介護予防含む）が１３２件。平成２４

年度単年度では、訪問介護（介護予防含む）が３６件、通

所介護（介護予防含む）が１５件、居宅介護支援８件、認

知証対応型共同生活介護（介護予防含む）４件。 

主な取消事由（平成２４年度）は、「介護給付費の請求

に関して不正があった」が６５．１％と最も多く、次いで

「帳簿書類の提出命令等に従わず、又は虚偽の報告をし

た」５５．６％、「設備及び運営に関する基準に従った、

適切な運営ができなかった」５２．４％、「人員について、

厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなっ

た」３６．３％。 

■主な取消事由の事例（平成２４年度）■ 

人員について、厚生労働省令で定める基準を満たすことが

できなくなった 

○開設当初から勤務しているとした介護職員が勤務して

おらず、人員基準を満たしていなかった。○サ責、訪問介

護員等の人員基準を満たしていなかった。 

設備及び運営に関する基準に従った、適切な運営ができな

かった 

○ケアプランについて説明及び同意、交付をしていなかっ

た。○サービス担当者会議及びモニタリングの実施されて

いなかった。○虚偽のサービス提供記録の作成、利用者か

らの利用料を受領していなかった。 

介護給付費の請求に関して不正があった 

○実際にサービス提供していないにもかかわらず請求、看

護職員の人員基準を満たしていないのにもかかわらず減

算せず請求した。○勤務実績と異なる勤務表を作成し、虚

偽のサービス記録で報酬を請求した。 

帳簿書類の提出命令等に従わず、又は虚偽の報告をした 

○監査において、管理者及び従業者が勤務及び運営実態に

係る虚偽答弁を行った。○監査において、事務所内の立入

を拒否した。 

「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」開催 

 
厚労省は２月２５日、「全国介護保険・高齢者保健福祉

担当課長会議」を開催。介護保険や老人福祉についての重

点項目を都道府県の担当者に説明した。 
 

 予防給付（通所介護・訪問介護）の「地域支援事業」へ

の移行は、平成２７年４月施行だが、あらかじめ条例を制

定することで平成２９年４月まで実施を猶予することが

可能とした。また、既にサービスを受けている者は、ケア

マネジメントで必要性が認められれば、事業移行後でも必

要に応じて既存サービス相当のサービス利用が可能とな

る仕組みも検討。円滑な実施に向けたガイドラインを作成

予定であり、夏ごろに素案が示される予定だ。 
 
 特養の新規入居者は原則要介護３以上に限定される。や

むを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難で

あると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施

設ごとの入所検討委員会を経て、特例的に入所が認められ

る。また、制度見直し後、新規に入所した者が要介護１・

２に改善し、やむを得ない事情により、特養以外での生活

が著しく困難と認められた場合、特例的に継続入所が認め

られる。特例入所の具体的要件や入所判定手続きの詳細

は、夏ごろに指針（案）が示される予定。 
 
 特定入所者介護（予防）サービス費（補足給付）の見直

しについて、一定額の預貯金等を保有する者を支給対象か

ら除外（単身１０００万円超、夫婦世帯２０００万円超程

度）。申請者が本人の預貯金等の額を申告することを基本

としつつ、金融機関への照会、不正受給に対するペナルテ

ィ（加算金）を設ける。平成２７年８月施行。また、施設

入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の

所得は世帯分離後も勘案し、配偶者が課税されている場合

は補足給付の対象外とする（平成２７年８月施行）。補足

給付の支給段階の判定にあたり、非課税年金（遺族年金・

障害年金）も勘案するとしているが、システム改修等の関

係から平成２８年８月施行で検討。 
 
 有料老人ホームであるサービス付き高齢者向け住宅を

住所地特例の対象とする。施行日は平成２７年４月。施行

日以後に入居した者から住所地特例の対象となり、既に入

所している者は対象とならない。 
 

詳しくはお気軽に <info@care-mas.com> まで 

 

セミナー 
情報 

E –mail: info@care-mas.com 
FAX ０３－６４５０－２１７４ http://www.care-mas.com 


